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要 約 

沖縄県の学校における食育推進と充実を図るため，栄養教諭と学校栄養職員の食に関する指導の実践

内容や教職員との関わりを比較し，その差異や重なりを分析した。「平成 28年度栄養教諭，学校栄養職

員の食に関する指導の実績等調査」の結果データを整理分析し，沖縄県内の栄養教諭と学校栄養職員計

22名を対象にした質問紙調査を行った。その結果，沖縄県の公立小中学校における食に関する平成 31・

令和元年度の指導の実績の指導時間総数には校種による有意差があった。職種×校種の二要因参加者間

分散分析の結果，小学校では栄養教諭の方が有意に多く，指導時間総数は小学校が有意に多かった。特

別支援学校の給食の時間の平均指導時間は，公立小中学校の合計に比べて約３倍であり，日常的に連携

できる組織体制について特別支援学校と公立小中学校で差異が見られた。栄養教諭は学校や教職員に教

材や資料を積極的に提供しており，教科の目標の実現の過程に食育の視点を位置づけた指導について十

分に理解し作成した指導案や教材が提案できれば，学級担任や教科担任は既存の教科時間内に児童生徒

の実態や理解度に応じた実践が可能となり，指導の量と質を向上できることが示唆された。その一方で，

すべての栄養教諭や学校栄養職員が,所属校における食に関する指導の全体計画の作成や見直し修正に

参画していない状況から，栄養教諭や学校栄養職員が作成の中心的役割を担っているとは断言できない。

加えて，栄養教諭や学校栄養職員は所属校における食に関する指導の全体計画２の進行において，関連

教科等の指導内容の進捗を十分に把握できていない状況があった。コーディネートが困難な理由として

「給食管理の多忙」を挙げた者が過半数であったことから，学校教育活動の中で効果的な食育活動を継

続的に展開するには，業務の効率化を図ると共に栄養教諭・学校栄養職員から積極的に他の教職員に関

わり，紐帯関係を構築することが重要である。 

以上のことから，本研究で明らかになった沖縄県の学校で現在行われている食育の更なる推進の手立

て・方向性は，①小学校の学校栄養職員の指導と中学校の栄養教諭・学校栄養職員の指導の量と質の充

実，②学校及び共同調理場の食育推進体制の構築，③すべての栄養教諭・学校栄養職員の所属校の食育

推進に関する組織への参画，④栄養教諭・学校栄養職員による所属校における食に関する指導の全体計

画の進捗状況の把握と進行の支援，⑤教科等の目標の実現の過程に食育の視点を位置づけた指導の学校

教育活動全体での展開の５点に集約できる。 
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1 はじめに～問題の所在と背景～  

1.1  学校における食育の位置づけ 

2005年に食育基本法が施行されたことに伴い，

学校で食に関する指導の中核を担う栄養教諭制

度が開始された。2006 年には食育推進基本計画

が策定され，現在は第４次食育推進基本計画（農

林水産省 2021）に基づく施策が推進されている。     

中央教育審議会（2008）は，食育を社会環境の

変化への対応の観点から，教科等を横断して改善

すべき事項として示し，これを踏まえ，幼稚園教

育要領（文部科学省 2008a）では「食育を通じた

望ましい食習慣の形成」が,学習指導要領（文部

科学省 2008b，2008c, 2009a，2009b）では「学

校における食育の推進」が，はじめて総則に明記

された。これは，望ましい食習慣の形成が国民的

課題となっている状況から，食育を学校教育活動

全体の中で，継続的・体系的に推進することを求

めていることを意味しており，2017 年から 2019

年に改訂・告示された幼稚園教育要領，学習指導

要領（文部科学省 2017a，2017b, 2017c, 2018a, 

2018b, 2019a）でも継続している。 

さらに中央教育審議会(2021)は，９年間を見通

した新時代の義務教育の在り方について，生涯を

通じて心身ともに健康な生活を送るための資質・

能力を育成するための方策として，健康教育の基

盤となる食育の推進を担う栄養教諭等の専門性

に基づく指導の充実と栄養教諭の配置促進を示

している。 

1.2 本研究が着目する学校給食の課題   

はじめに，本研究では全国の学校給食の課題と

して次の２点に着目した。１点目は小学校と中学

校の完全給食実施率の地域差について，２点目は

栄養教諭・学校栄養職員は勤務する調理運営方式

に合わせた食育推進の実効的な手立てについて

である。 

(1)  学校給食の実施状況調査が示す格差と課題 

全国の学校給食の課題として，小学校と中学校

の完全給食実施率の地域差がある。その改善のた

め第３次食育推進基本計画（農林水産省 2016:11）

では，「中学校における学校給食実施率を 90%以

上」にするという数値目標が掲げられ，達成に向

けて各自治体が中学校給食の実施を急速に進め

た。鳫（2018）は，「公立中学校の完全給食率は地

域格差があり」，「給食がない地域に住んでいるこ

とによって，就学援助の支援内容に格差が生じる」

ことを指摘し，各地方自治体へ完全給食の実施と

質の確保を求めた。「平成 30年度学校給食実施状

況調査」（文部科学省 2019b）によると，完全給

食（主食，おかず及びミルクから成る給食）を実

施する公立小学校は 19,194 校（99.3%），公立中

学校は 8,702校（93.2%）であった。この結果は，

数値目標は達成されたものの地域差が存在して

いることを示している。実際，この調査結果から

公立小学校に比べて実施率が低い公立中学校の

完全給食実施状況を都道府県別に見ると，低い順

に神奈川県（44.5%），滋賀県（65.3%），佐賀県

（72.9%），高知県（77.1%），京都府（77.5%），岩

手県（84.9%），兵庫県（86.9%），広島（88.4%）と

８県が目標値を下回っていた。 

(2) 調理運営方式に合わせた対応が求められる  

栄養教諭・学校栄養職員の食育推進の手立

て 

学校給食の調理運営方式は，単独調理場方式

（いわゆる自校方式），共同調理場方式（いわゆ

るセンター方式）及びその他調理方式注１）で区分

される。単独調理場方式は，学校のもつ環境が作

り出す食育やそれを活かした活動や学校の教育

課程に合わせた給食内容が提供可能である。一方

で臨時行政調査会（1983）の「行政改革に関する

第五次答申（最終答申）」を受けて，文部省(1985)

が運営の合理化を積極的に推進したため，共同調

理場方式への転換や民間委託等が増加している。

単独調理場方式の場合，子どもたちに調理の現場

を見せ調理中の匂いを感じさせるほか，教科や学

校行事と連携した給食を組み立てやすい等の高

い教育効果がある（牧下 2009）。共同調理場方式

やその他調理方式では,同様の効果は簡単には期

待できないものの，地方自治体の厳しい財政状況

を鑑みると，単独調理場方式以外の場合でも学校

給食の質と量を担保し，どのように運営するかに

ついて地域全体で考えることが求められており，

こうした状況に対応した食育推進の手立てにつ

いて研究する必要がある。 

学校内の指導体制について，山口・五十嵐



 

 

(2018)は「共同調理場勤務者の中に指導時の教職

員との連携や，事前打ち合わせの時間確保ができ

ていないと回答した者の割合が高かった」と，学

校から離れた場所にありがちな共同調理場での

勤務が，栄養教諭と教職員の連携を難しくさせる

ことを報告した。共同調理場に勤務しながら学校

で教職員と連携し，食育を今以上に推進させるた

めには，環境に合わせ現実的に継続できる効果的

な工夫や手立てが必要である。 

学校給食の献立内容について河合（2006）は，

「給食の味や地元食材利用の評価は，学校栄養職

員や関係機関の努力の結果なされるものであっ

て，単純な運営形態の二分割で判断することはで

きない」と述べ，施設・設備，予算等の限られた

条件の中でより良い学校給食を提供するために

栄養教諭・学校栄養職員の献立作成能力の重要性

を指摘している。つまり，栄養教諭・学校栄養職

員には，調理運営方式に対応したより良い給食献

立を作成することやその給食献立を活用した効

果的な食育を実践する資質・能力が求められてい

る。このように，とりわけ共同調理場に勤務する

栄養教諭・学校栄養職員に求められている課題は

複数あり，その解決に向かうため共同調理場に勤

務する栄養教諭・学校栄養職員に焦点化し，食育

推進のための具体的手立てについて研究する必

要がある。 

1.3  沖縄県の栄養教諭・学校栄養職員の環境 

完全給食の実施状況についての公立学校種に

よる差や地域格差があることは先に述べたが，小

学校と中学校の共同調理場方式とその他調理方

式の実施割合にも校種と地域で差がある。筆者が

奉職している沖縄県は，共同調理場方式が多い。  

「平成 30年度学校給食実施状況調査」（文部科

学省 2019b）の結果から，全国と沖縄県の公立の

小学校及び中学校の給食実施学校数とそこに通

学する児童生徒数からなる実施状況規模を表１

に，調理運営方式別に喫食している児童及び生徒

数とその割合を抜き出したものを表２にそれぞ

れ示した。全国で共同調理場方式が 80%以上の高

い割合を占める都道府県は，小学校では順に，鳥

取県，島根県，沖縄県，青森県，滋賀県の順に５

県であるのに対し，中学校では順に 16 県（鳥取

県，大分県，島根県，岩手県，沖縄県，滋賀県，

青森県，愛媛県，熊本県，香川県，宮城県，宮崎

県，福島県，高知県，茨城県，三重県）に増える。

このように，両校種とも沖縄県はその上位に位置

しており，共同調理場方式の提供が９割を超えて

いるという特徴がある（表２）。 

その一方で，沖縄県では学校給食未実施の小学

校１校，中学校４校以外の全てで完全給食が実施

されている注２）。沖縄県において本格的に給食が

始まったのは昭和 20（1945）年の終戦後である。

昭和 37（1962）年には小学校で 0.8%，中学校で

０%（公益財団法人沖縄県学校給食会 2013:44）で

あった完全給食実施率は，昭和 47（1972）年には

小学校 80.5%，中学校 67.3%まで上昇し，小学校

は全国平均（94.2%）に近づき，中学校は全国平

均（50.6%)を超え，さらに昭和 52（1977）年は小

学校 97.1%，中学校 90.7%となり両校種ともに全

国平均（それぞれ 97%，55.7%)を超えた（藤原 

2018）。島嶼県である沖縄県で，完全給食の実施

表２ 調理運営方式別の児童及び生徒数と割合  

 

単独調理場
方式

共同調理場
方式

その他
調理方式

児童数（名） 3,656,070 2,588,122 47,295

割合（%） 58.1 41.1 0.8

生徒数（名） 754,294 1,538,137 261,382

割合（%） 29.5 60.2 10.2

児童数（名） 9,238 89,776 0

割合 9.3 90.7 0

生徒数（名） 1,159 43,784 0

割合（%） 2.6 97.4 0

全国

沖縄県

表１ 学校給食実施状況 

 

    【注】 学校数は完全給食と補食給食（主食は提供しないが， 

      ミルク及びおかず等から成る給食）を実施する学校 

数の合計を示す。 

学校数(校）
児童・生徒

数（名）

小学校 19,244 6,291,487

中学校 8,741 2,553,813

小学校 265 99,014

中学校 145 44,943

全国

沖縄県



 

 

が急発展した背景には，「一定期間の給食物資の

無償化や給食設備費用の優遇など日本政府によ

る本土復帰時の特別措置注３）が影響を与えた」（藤

原 2018）がある。 

上述のように，沖縄県の学校給食は共同調理場

方式が多いことから，必然的に栄養教諭と学校栄

養職員の勤務地は共同調理場となり，複数校の給

食管理，給食提供と食に関する指導を任される場

合が多い。沖縄県の栄養教諭は，平成 19(2007)年

度に学校栄養職員から４名が採用（任用替え）さ

れ，令和２(2020)年度は 37名が在職している。 

「平成 27年度学校給食実施状況調査」(文部科

学省 2017d)によると，平成 27（2015）年度の沖

縄県は，栄養教諭と学校栄養職員を合わせた 146

名中 39名（27%）が栄養教諭という状況であった。

これは，当時の全国平均(45%)の６割であり，十

分な配置状況であるとは言い難い状況が続いて

いる。 

1.4  先行研究と本研究の目的 

学校における食に関する指導の充実に向けて，

実態を調査し，今日的課題を把握した研究はいく

つか報告されている。例えば，岡崎・堀端・三好・

香川・仙波(2010)の女子栄養大学の実施した栄養

教諭免許法認定講習の受講者を対象とした栄養

教諭の職務の内容に関する実態調査，片渕・中村・

本田(2009)，村上・松下（金尾）・山本・笠間・射

越（2012），氏家・平本（2013），山口・五十嵐（2018)

の特定の地域の栄養教諭・学校栄養職員の取り組

みの成果と課題に関する報告がある。他にも，

2007 年の栄養教諭制度の開始年度に全国の栄養

教諭を対象とした家庭科教諭との連携に向けた

調査（小林・岸田 2010)があるが，これに対する

沖縄県の回答者は最大４名（2.3%）と少ない。 

このように，100%に近い完全給食実施率であり

ながらも，共同調理場に勤務する栄養教諭・学校

栄養職員が多いという特徴がある沖縄県におけ

る,食に関する指導の実態に着目した包括的な研

究は管見の限り存在せず，換言すれば栄養教諭と

学校栄養職員の実践について問題の解明と課題

の把握ができていない状況である。 

そこで本研究では，沖縄県の学校における食育

推進と充実を図るため，栄養教諭と学校栄養職員

の食に関する指導の実践内容や教職員との関わ

りを比較し，その差異や重なりを分析することを

通して，問題を整理し課題を明確にすることを目

的とした。 

それには，まず共同調理場勤務の栄養教諭が現

実的に継続できる効果的な手立てを探る基礎資

料が必要になる。そのため，沖縄県教育庁保健体

育課が調査した「平成 28 年度栄養教諭，学校栄

養職員の食に関する指導の実績等調査」注４）の結

果データを整理分析した。本調査のような両職種

を対象とした調査は，平成 28 年度以外では実施

されておらず栄養教諭と学校栄養職員の両方か

ら回答を得た唯一の調査結果である。この調査結

果は，学校における食育推進状況の把握や栄養教

諭配置促進等の基礎資料であるものの，集計結果

の分析や検証・考察結果は一般に開示されていな

い。そこで再整理の上，分析，考察することを試

みた。その上で，この考察結果を基に質問紙を作

成し，令和２年度現在の沖縄県における栄養教諭

と学校栄養職員を対象に質問紙調査を行い，栄養

教諭と学校栄養職員の食に関する指導の実践内

容や教職員との関わりを整理・比較した。これに

加えてその差異や重なりを分析し，問題の洗い出

しと課題を明確にすることを試みた。 

 

2 調査対象・内容と方法 

2.1 調査Ⅰ「平成 28年度栄養教諭，学校栄養職  

員の食に関する指導の実績等調査」について 

まず，既存の調査からわかる学校における食育

推進の実態と課題を本研究に反映させるために，

沖縄県教育庁保健体育課に「平成 28 年度栄養教

諭，学校栄養職員の食に関する指導の実績等調査」

の結果データの提供を依頼し，提供された結果デ

ータを整理分析した。この調査は「①食に関する

指導等の実績について」，「②家庭・地域との連携

について及び個別指導(食物アレルギー･偏食･肥

満など)について」，「③栄養教諭と学校栄養職員

の所属する学校の各学年１学級を抽出した児童

生徒対象の食に関するアンケート」から構成され

る。今回は①のみ提供されたため，その結果デー

タを整理分析した。この調査の対象となった栄養

教諭と学校栄養職員（本務及び臨時的任用）は137



 

 

名で，平成 28 年度栄養教諭・学校栄養職員研修

会の行政説明にて沖縄県教育庁保健体育課の学

校給食・安全班担当主事から説明と依頼を受け，

自由意志で調査に協力する形で回答した（回答88

名，回収率 64%）。 

2.2 調査Ⅱ「栄養教諭と学校栄養職員を対象と

した質問紙調査」について 

調査Ⅰの分析結果から，より詳しい実践の内容

や正確な回数とその成果と課題の必要性が生じ

たため，令和２年 10 月に栄養教諭と学校栄養職

員を対象に質問紙調査を実施した。調査に用いた

質問紙（様式１は公立小中学校所属対象者用，様

式２は全対象者用）を資料１，２として付録した。

質問内容は，沖縄県教育庁保健体育課が行った指

導実績調査項目に加えて，教材や資料提供の状況，

食に関する指導の全体計画（以下，「全体計画」）

との関わり，コーディネートへの意識が調査でき

る項目で構成した（表３）。 

この調査Ⅱの実施に際して，調査対象者には丁

寧な事前説明と回答内容について追加的な調査

が必要であることが実施前段階から予想できた。

そのため，対象は平成 31・令和元年度と令和２年

度の勤務校（所属先）が同一である，沖縄県内の

特別支援学校栄養教諭４名と学校栄養職員１名

（以下，「特別支援班」），中頭地区及び八重山地

区の公立小中学校に配置された栄養教諭６名（以

下，「栄養教諭班」）と学校栄養職員 11名（以下，

「学校栄養職員班」）の本務職員注５）に限定した

（表４）注６）。 

質問紙調査の回収率は 100%（栄養教諭 10名と

学校栄養職員 12名）であった。 

特別支援学校勤務の学校栄養職員が１名しか

いなかったため，特別支援学校勤務の栄養教諭と

学校栄養職員の回答は合わせたものを結果とし

て用いて考察することとし，それ以外の校種に勤

務する栄養教諭と学校栄養職員は職種別で取り

まとめ考察した。また，調査時期が年度途中であ

ったため，平成 31 年４月から令和２年９月まで

を対象期間として調査したが，平成 31 年４月か

ら令和２年３月までの平成 31・令和元年度の結

果をまとめ考察した。 

量的なデータ解析には js-STAR version 

9.8.7jを使用した。 

 

3 結果と考察 

3.1  調査Ⅰ「平成 28年度栄養教諭,学校栄養職  

員の食に関する指導の実績等調査」結果デ

ータの整理分析 

表５に，沖縄県教育庁保健体育課が実施した調

査に対する公立小中学校所属の栄養教諭と学校

表３ 調査Ⅱにおける質問項目 

 

④個別相談・指導の取組

⑤所属校・勤務先の状況

⑥食に関する指導の全体計画への関わり

⑦給食管理や食に関する指導

⑧食に関する指導のコーディネート（連携・調整）

⑨職務に対する意識

①食に関する指導の実績(授業時数)

②資料・教材等の提供

③家庭・地域と連携している取組

表４ アンケート対象者 

 

単独調理場
（名）

共同調理場
（名）

小学校
（名）

中学校
（名）

栄養教諭 6 2 4 6 0

学校栄養職員 11 1 10 5 6

栄養教諭 4 4 0 ー ー

学校栄養職員 1 1 0 ー ー
特別支援

所属 職種 人数
（名）

所属校勤務地

中頭
八重山



 

 

栄養職員（回答 88名，回収率 64%）の回答結果を

集計したもののうち，食に関する指導時間数の平

均（時間）を示した。マン・ホイットニーの U検

定の結果，小学校の給食の時間と中学校の教科外

の指導に有意傾向が見られた（小学校：p 

= .0629， .05 < p < .10；中学校：p = .0836， .05 

< p < .10）ものの，全体的に見て指導時間数に

統計的な有意差は確認できなかった。 

この回答をよく見ると，回答者によって時間の

単位や実践回数の計数解釈に差がある（栄養教諭

２件，学校栄養職員４件）ことや入力ミス（栄養

教諭１件，学校栄養職員２件）が確認できた。そ

こでこれらを異常値と判断し，異常値を全て除い

て再度分析したところ，どの時間枠でも職種によ

る有意差は見られなかった。つまり，食に関する

指導時間数には栄養教諭と学校栄養職員という

職種による差はない。この調査には，指導の内容

や効果等を考察できる質問項目がないためこれ

以上の分析ができない。それゆえ，栄養教諭が十

分に職務を果たせていない状況なのか，反対に学

校栄養職員も栄養教諭レベルの実践ができてい

るのかを明確にする必要がある。 

3.2  調査Ⅱ「栄養教諭と学校栄養職員を対象と   

した質問紙調査」 

(1)  調査概要と背景 

表６に平成 31・令和元年度の食に関する指導

表６ 公立小中学校の栄養教諭・学校栄養職員が実践した 
食に関する指導の平均時間数（平成 31・令和元年度） 

 
【注】 給食提供先が小学校もしくは中学校のみの施設では他方の校種が指導対象にならないため， 

在職人数が指導実績の人数と一致しない。 

職/人数 指導対象 教科 教科外 授業外
給食の 

時間
総数

小学校 平均(時間） 7.0 19.0 1.6 67.5 95.2

６名 SD 3.94 9.75 3.14 46.95 49.56

中学校 平均(時間） 0.8 0.8 0 14.3 15.8

４名 SD 1.50 1.50 0.00 16.86 18.55

小学校 平均(時間） 0.5 14.4 10.6 8.7 35.6

９名 SD 2.26 13.67 15.12 16.10 34.49

中学校 平均(時間） 3.7 0.1 2.1 4.1 6.5

11名 SD 0.65 0.30 1.81 9.12 8.65

  栄養教諭  

    /６名

学校栄養職

員/11名

表５ 栄養教諭・学校栄養職員が実践した 
         食に関する指導の平均時間数（平成 28年度） 

 

【注】 給食提供先が小学校もしくは中学校のみの施設では他方の校種が指導対象にならないため， 

在職人数が指導実績の人数と一致しない。異常値を含めた数値である。 

 

職/人数 指導対象 教科 教科外 授業外
給食の 

時間
総数

小学校 平均(時間） 8.0 20.9 6.7 143.4 179.1

27名 SD 14.38 16.21 11.69 262.51 270.92

中学校 平均（時間） 2.8 4.0 17.2 44.0 68.0

６名 SD 3.90 4.92 19.57 119.66 129.93

小学校 平均(時間） 2.5 19.3 12.1 53.3 87.3

22名 SD 3.50 28.53 75.10 106,18 143.27

中学校 平均(時間） 2.0 5.4 15.3 13.0 35.8

31名 SD 3.62 16.51 14.54 17.75 28.77

 栄養教諭 

/27名

学校栄養職

員/61名



 

 

の平均時間（時間）を示した。 

1)  給食の時間や教科等，授業外における食に関 

する指導について 

ア  公立小中学校の結果 

表６より公立小中学校に所属する栄養教諭と

学校栄養職員は，給食の時間を中心に教科や特別

活動・総合的な学習の時間等の教科外，朝会・集

会等の授業外で指導していたことがわかる。   

栄養教諭と学校栄養職員の両方を合わせた指

導時間総数の平均は，小学校59.4時間(SD 49.71），

中学校９時間(SD 12.04）であり，マン・ホイット

ニーの U検定の結果，指導時間総数には校種によ

る有意差があった (p < .01)。指導時間総数につ

いて，職種×対象学校種の二要因参加者間分散分

析の結果，交互作用は有意であった（F(１，26) = 4.53，

p < .05）。各要因の単純主効果を分析した結果，

小学校では栄養教諭班の方が有意に多く（F(1，26) 

= 12.66，p < .01），指導時間総数は小学校が有

意に多かった（F(1，26) = 22.48，p < .01）。栄養教

諭・学校栄養職員の 65%が小学校に所属（表４）

し，両職種とも所属校の指導を中心としながら,

所属校以外の給食受配校での指導に努めている

ものの，この結果は，特に中学校における指導が

十分とは言えない状況を示唆している。 

食育推進の課題について鈴木（2011）は，栄養

教職員注７)の不在や教職員間の連携の希薄，中学

校における食育の横断的な展開の困難性を挙げ

ていることから，今後は，小学校での学校栄養職

員による指導と中学校での両職種による指導の

量的充実を図るとともに，その指導内容や指導体

制も合わせて改善する必要がある。この改善のた

めには，栄養教諭の資質向上や管理職・教職員の

食に関する指導への意識改革，調理場職員の協力

体制の強化だけではなく，これまで積極的に食に

関する指導を実践してきた学校栄養職員を栄養

教諭として採用（任用替え）し，食に関する指導

の量と質を担保できる栄養教諭を増やすことが

有効であろう。 

イ  特別支援学校の結果 

表７に特別支援班が実践した食に関する指導

の平均時間数を示した。特別支援班と公立小中学

校の栄養教諭の回答状況には大きな差が見られ

た。特別支援班の給食の時間の平均指導時間は

159.8時間であり，公立小中学校を合わせた平均

指導時間の 46.2時間（SD 45.56）と比較すると

約３倍の時間を示しており，特に給食の時間に集

中して指導していることがわかった。 

2)  教材や資料の提供について 

表８に学校や教職員に提供した教材や資料の

平均回数，表９に教材や資料の内容と提供した人

数・割合（%）を示した。教材や資料の提供回数の

平均は栄養教諭班が 30.3 回に対し，学校栄養職

員班が 16.5回，特別支援班が 27.0回であった。

クラスカル・ウォリス検定の結果，教材や資料の

提供回数の平均には班による有意差があった（p 

< .05）が，スティール・ドゥワスの方法で多重

比較した結果，有意差は見られなかった。 

内容は給食管理に付随する「①給食の時間の放

送資料」は３班とも，80%以上が提供していた。 

栄養教諭班と特別支援班に着目すると，「②授

業内容に関する資料や情報」，「③食物アレルギー

を有する児童生徒の安全管理を図る資料」を全員

表７ 特別支援学校の栄養教諭・学校栄養職員が実践した 

        食に関する指導の平均時間数（平成 31・令和元年度） 

 

職/人数 教科 教科外 授業外 給食の時間 総数

平均(時間） 3.4 1.4 1.6 153.4 159.8

SD 4.56 1.67 1.52 34.80 30.41

栄養教諭 ・
学校栄養職員/５名

       表８ 学校や教職員に提供した 

 教材や資料の平均回数 

 

提供
回数

栄養教諭
/６名

学校栄養
職員/11名

特別支援
/５名

平均 30.3 16.5 27.0

SD 14.94 10.60 7.58



 

 

が積極的に提供していた。特別支援班は，授業内

容以外で「⑥行事や食べ物に関する教材や資料」

を全員が年間を通して提供していた。また学校保

健委員会の資料や全職員で共通理解する必要の

ある，「④児童生徒や家庭アンケート調査を基に

作成した資料」を提供しており，教職員に対し児

童生徒や家庭の情報を伝える等の連携を図る取

組を積極的に実践していることがわかった。 

文部科学省（2019c:23）は「関連する教科等に

おいて食に関する指導を行う場合には，当該教科

等の目標がよりよく達成されることを第一義的

に考え，その実現の過程に『食育の視点』を位置

付け，意図的に指導することが重要」と示してい

る。栄養教諭・学校栄養職員がこれを十分に理解

した上で，作成した指導案や教材を提案すること

ができれば，学級担任や教科担任は既存の教科時

間内に児童生徒の実態や理解度に応じた実践が

できる。これにより共同調理場勤務で栄養教諭・

学校栄養職員が直接授業に参画できない場合に

おいても活用でき，指導の量と質を向上させるこ

とができる。このように，栄養教諭・学校栄養職

員は直接的な指導参画だけではなく，学級担任や

教科担任が効果的かつ日常的に食に関する指導

を行うことができる支援の充実に視野を広げる

ことも重要である。 

3)  家庭・地域への食に関する指導について 

家庭や地域（特別支援学校においては寄宿舎を

含む）を対象に指導した実践の種類・回数の平均

は，栄養教諭班は４種類・15.7回，学校栄養職員

班は 2.6 種類・11.7 回，特別支援班は５種類・

16.8回であった。その内容は食育（給食）たより

の配付，給食試食会の開催，授業参観日に食育活

動の実施，保護者に向けた講話，料理教室の開催

であった（表 10）。 

料理教室は，栄養教諭班と特別支援班が実践し

ていた。料理教室を実施するには，給食主任と協

働して企画することや学年主任との調整，PTA等

の参加者への案内，施設や調理道具の準備，協働

スタッフ確保等のネットワークや連携調整力が

必要である。教職員と普段からコミュニケーショ

ンをとり協働できる関係を構築していることが

実践を可能にする理由の一つだと考えられる。 

特別支援班の特徴的な取組として，寄宿舎を利

用する児童生徒の保護者を対象とした取組やア

ンケートがあった。 

4)  個別的な相談・指導（食物アレルギー・ 

肥満・食形態の調整など）について 

表 11 に個別的な相談・指導（個別指導）を実

施したのべ人数（個別指導の対象となった児童生

徒ののべ人数）及びのべ実施回数と平均（各班の

表９ 学校や教職員に提供した教材や資料の  
内容と人数・割合 

 

【注】 複数の教材や資料を提供し全体合計が人数を 
上回る場合，割合は 100%を超える。 

栄養
教諭/
６名

学校
栄養
職員
/11名

特別
支援
/５名

N 5 10 4

% 83.3 90.9 80.0

N 6 6 5

% 100.0 54.5 100.0

N 6 3 5

% 100.0 27.3 100.0

N 5 2 6

% 83.3 18.2 120.0

N 5 3 2

% 83.3 27.3 40.0

N 5 4 9

% 83.3 36.4 180.0

N 5 2 4

% 83.3 18.2 80.0

N 5 2 3

% 83.3 18.2 60.0

N 4 5 4

% 67 45 80

N 3 4 9

% 50.0 36.4 180.0

N 2 1 4

% 33 9 80

N 2 4 0

% 33.3 36.4 0.0

N 1 1 3

% 16.7 9.1 60.0

N 1 1 2

% 16.7 9.1 40.0

N 3 4 0

% 50.0 36.4 0.0

教材・資料の内容

⑭異物混入発生時の
対応に関する資料

⑮その他

①給食の時間の放送
資料

②授業内容に関する資
料や情報

③食物アレルギーに関
する資料

④アンケート調査結果
を基に作成した資料

⑤教育計画に入る
給食・食育に関する資
料（⑦⑧⑪⑫以外）

⑥行事や食べ物に関
する教材や資料

⑦食に関する指導の全
体計画１

⑫残量調査結果を基
に作成した資料

⑬食育月間の教材や
資料

⑧食に関す指導の全
体計画2

⑨給食週間の教材や
資料

⑩学校保健員会資料

⑪食中毒発生時対応
に関する資料



 

 

構成員１名あたりの関与人数と回数）を示した。

指導内容の選択肢の一つである「食形態の調整」

は，特別支援班のみに記載し調査した。食物アレ

ルギーの指導は全ての班で実施されていたもの

の，それ以外の指導は，栄養教諭班・学校栄養職

員班と特別支援班で実施状況に差異が見られた。

食物アレルギーの指導以外の実施状況をまとめ

たものをマン・ホイットニーの U 検定を用いて

比較した結果，栄養教諭班・学校栄養職員班と特

別支援班が実施した個別指導ののべ人数とのべ

実施回数の両方に有意差があった (p < .01)。こ

の結果では，公立小中学校で個別指導が求められ

ていないのか，あるいは学校内で実践されている

ものの，栄養教諭・学校栄養職員が参画していな

い状況なのかといった詳細までは分からないた

め，養護教諭を含む教職員全体に対してさらに詳

しく調査する必要性を示している。丹野（2015）

は，個別指導の実践内容は食物アレルギーが最も

多く，「安心・安全な給食を提供するために最優

先される食物アレルギー対応はどの栄養教諭，学

校栄養職員も取り組んでいるものの，肥満や偏食，

るい痩など，直接的に給食業務に関わらない事項

については取り組むことが難しい」ことを報告し，

今後ますます多様化する児童生徒の食課題に対

応するために，給食管理業務の軽減及び栄養指導

の方策を探ることを今後の課題として示した。そ

れゆえ，公立小中学校における個別指導の需要や

その実施体制をさらに詳しく調査しなければな

らない。 

一方で，共同調理場勤務の栄養教諭・学校栄養

職員は給食管理の多忙から，食物アレルギー以外

の個別的な相談・指導は必要と感じつつも，個別

指導に求められる継続した関わりが難しい環境

に置かれていることが多い。文部科学省

（2019c:236-237）は，個別的な相談指導の進め

方における教職員の役割について，特に学級担任

は，児童生徒の生活環境や日常の行動等を知る立

場にあることから，教職員の共通理解と協力のも

と，日頃から十分な協力的配慮を行うことが大切

であり，日々の学校生活や給食の時間における児

童生徒の実態把握と指導を行いつつ，生活習慣の

課題については重点的に養護教諭・栄養教諭との

連携を図ることを示している。栄養教諭・学校栄

養職員は，自ら積極的に他の教職員と交流・連携

を図り，学級の実態や児童生徒の個別的な課題を

共有し，学級担任に資料や情報を提供することで

学級担任の指導を支援することができる。 

他にも，特別活動の目標の中で行う指導を提案

し，支援・実践することで，児童生徒を集団や自

己の生活上の課題の解決を家庭の協力を得なが

ら取り組むことができる。栄養教諭・学校栄養職

員はチーム・ティーチングでの授業実践や指導

表 10 家庭・地域（寄宿舎）への取組内容と    
人数・割合 

 

栄養
教諭
/６名

学校
栄養
職員
/11名

特別
支援
/５名

N 4 5 5

% 66.7 45.5 100.0

N 4 6 4

% 66.7 54.5 80.0

N 4 0 2

% 66.7 0.0 40.0

N 1 0 0

% 16.7 0.0 0.0

N 5 10 5

% 83.3 90.9 100.0

N 1 1 1

% 16.7 9.1 20.0

N 0 0 0

% 0.0 0.0 0.0

N 0 1 1

% 0.0 9.1 20.0

N 0 1 1

% 0.0 9.1 20.0

N 4 5 1

% 66.7 45.5 20.0

N 1 0 3

% 16.7 0.0 60.0

N ー ー 3

% ー ー 60.0

N 1 0 0

% 16.7 0.0 0.0

⑫寄宿舎対象の講話
や料理教室

⑬その他

⑥朝食レシピ集配付

⑦島野菜レシピ集配付

⑧郷土料理レシピ集配
付

⑨栄養等相談日の実
施

⑩授業参観日に食育
活動の実施

⑪アンケートの実施

取組内容

⑤食育（給食）だより配
付

①給食試食会の開催

②保護者向け講話

③料理教室の開催

④地域講演会の実施



 

 

案・教材の提供，児童生徒が意思決定した取り組

みへの支援，助言等で継続的に参画することが可

能となる。 

特別支援班が積極的に実践している「食形態の

調整」として，給食や寄宿舎の食事の食形態や摂

食嚥下等の食べる機能に関する相談支援であり，

寄宿舎のある学校で特に積極的に行われていた。

さらに，「肥満」に対する個別指導が保護者面談

や資料提供の方法で実践されていた。 

個別指導の内容については，やせ，偏食（食文

化や宗教上の理由も含む），スポーツ栄養，便秘，

貧血，低身長の項目があったが，「実践した」と

表 11 個別的な相談・指導の内容別実施状況（実施のべ人数・実施のべ回数） 

 

【注】平均：栄養教諭班，学校栄養職員班，特別支援班の構成員１名あたりの関与人数・回数。 
1回に複数名の相談・指導を行う場合と 1名に複数回の相談・指導を行う場合があった。 
やせ，偏食（食文化や宗教上の理由も含む），スポーツ栄養，便秘，貧血，低身長の項目は， 
「実践した」と回答する者がいなかったため提示していない。 

人数 回数 人数 回数 人数 回数

N 103 56 81 44 29 52

平均 17.2 9.3 7.4 4.0 5.8 10.4

N 0 0 0 0 14 59

平均 0 0 0 0 2.8 11.8

N 2 22 0 0 0 0

平均 0.3 3.7 0 0 0 0

N ー ー ー ー 26 114

平均 ー ー ー ー 5.2 22.8

栄養教諭/６名
学校栄養職員
/11名

特別支援/５名

⑩食形態の調整

②肥満

⑨その他

内容

①食物アレルギー

表 12 個別的な相談・指導の方法と人数・割合 

 
【注】 相談・指導方法を複数の内容で実践し全体合計が人数を上回る場合，割合は 100%を超える。 

栄養教諭/６名
学校栄養職員
/11名

特別支援/５名

N 2 5 5

% 33.3 45.5 100.0

N 5 5 7

% 83.3 45.5 140.0

N 1 2 5

% 16.7 18.2 100.0

N 2 1 7

% 33.3 9.1 140.0

N 3 0 6

% 50.0 0.0 120.0

N 7 1 3

% 116.7 9.1 60.0

N ー ー 3

% ー ー 60.0

①関係者連絡会議

⑥資料提供

②保護者面談

③児童・生徒面談

④教職員面談

⑤電話相談

⑦寄宿舎職員面談

相談・指導方法



 

 

回答する者はいなかった。 

「個別的な相談・指導の方法」（表 12）は，食

物アレルギーでは関係者連絡会議の中で組織の

一員として専門的に指導支援する場合と保護者

や教職員，指導対象者の児童生徒と個別面談する

場合があった。特別支援班は寄宿舎職員との面談

もあり，校内組織の連携が良好な様子がうかがえ

た。「取り組んで良くなったこと」（表13）として，

栄養教諭班から食の安全面の向上，児童生徒のク

オリティー・オブ・ライフ（Quality Of Life， 

QOL）の向上，保護者の QOL の向上，学級担任の

負担軽減，教職員や保護者との信頼関係が挙げら

れた。つまり，給食管理を中心とした定例の関係

者会議以外に，児童生徒と保護者に個別的な相談

指導と資料提供を行うことで，給食の時間以外の

QOLを高めながら信頼関係を構築し，家庭や教職

員と連携する指導支援につながっていることが

わかった。 

特別支援班の特徴として，食の安全面の向上，

栄養管理の充実，児童にあった食形態の給食提供

を通して保護者や教職員との信頼関係を構築し

ている。文部科学省(2021)は，特別支援学校にお

ける児童生徒に対する食事の管理について，「家

庭や寄宿舎における食生活や病院における食事

と密接に関連していることから，学級担任，栄養

教諭・学校栄養職員，養護教諭，学校医，主治医

及び保護者等の関係者が連携し，共通理解を図り

ながら，児童生徒の生活習慣全体を視野に入れた

食事管理に努めること」を示している。特別支援

班の「意識して実践していること」（自由記述）

では，「・食物アレルギーの管理は組織的に行う

こと。」，「・保健室と連携して健康データの確認

（毎年の健康診断の結果をデータで確認する。）」，

「・給食時間に偏食，苦手なもの，食形態，食の

進み具合等の情報交換をするように見回ってい

る。」があり，特別支援学校の栄養教諭・学校栄

養職員が，学級担任，養護教諭，保護者，寄宿舎

職員の関係者と連携して生活習慣全体を含めた

食事管理と食に関する指導を一体とするために，

給食を生きた教材として，給食の時間に集中的に

実践する姿を捉えることができた。これは栄養教

諭・学校栄養職員が学校内に常時勤務する単独調

理場方式であるがゆえに可能となる連携と組織

体制であり，その上に構築された栄養に関する管

理と指導が一体化された実践事例だと言える。 

5)  全体計画との関わり 

農林水産省(2016:18)は，「食に関する指導の時

間が十分確保されるよう，栄養教諭を中心とした

教職員の連携・協働による学校の食に関する指導

表 13 個別指導を取り組んで良くなったこと 
（人数・割合） 

 

【注】 複数の内容を実践し各々の良くなったことが同じ回答で 
全体合計数が人数を上回る場合，割合は 100%を超える。 

栄養
教諭
/６名

学校栄
養職員
/11名

特別
支援
/５名

N 5 5 6

% 83.3 45.5 120.0

N 4 1 7

% 66.7 9.1 140.0

N 4 2 3

% 66.7 18.2 60.0

N 7 2 3

% 116.7 18.2 60.0

N 4 0 1

% 66.7 0.0 20.0

N 2 2 5

% 33.3 18.2 100.0

N 2 2 3

% 33.3 18.2 60.0

N 6 4 6

% 100.0 36.4 120.0

N 5 5 6

% 83.3 45.5 120.0

N 0 1 3

% 0.0 9.1 60.0

N 2 0 1

% 33.3 0.0 20.0

N 0 0 4

% 0.0 0.0 80.0

N ー ー 2

% ー ー 40.0

N ー ー 2

% ー ー 40.0

N ー ー 3

% ー ー 60.0

⑮児童生徒に合った食形
態の給食提供

⑨保護者との信頼関係

⑩調理員の食の関心
が高まった

⑪学校内の組織力
の向上

⑫調理場の組織力
の向上

⑬寄宿舎職員の食への関
心の高まり

⑭寄宿舎との信頼関係

⑧教職員との信頼関係

①食の安全面の向上

②栄養管理の充実

③児童生徒のQOLの向上

④保護者のQOLの向上

⑤学級担任の負担軽減

⑥教職員の食の関心
が高まった

⑦保護者の食への関心が
高まった

良くなったこと



 

 

に係る全体計画の作成を推進する」と各学校で全

体計画を作成することの必要性を挙げている。文

部科学省（2019c:37-41）は全体計画１及び２に

ついて作成の視点と例を示している。 

全体計画１の内容は，①幼稚園・保育所・幼保

連携型認定こども園と小学校，小学校と中学校の

間での連携，②地場産物の活用，③家庭・地域等

との連携，④全体計画の評価の４つから構成され

ており，全体計画２の内容は，①関連教科等の指

導内容，②特別活動の指導内容，③個別的な相談

指導の３つから構成されている。氏家・平本

(2013)は，栄養教諭等の役割について，学年別カ

リキュラムの進捗状況を把握することが，年間計

画の作成におけるコーディネーター役や授業実

践を計画的に進めるために重要だと指摘してい

る。それゆえ，栄養教諭・学校栄養職員が学校内

の食育をコーディネートするために，食に関する

指導の関連教科等における学年別指導内容の進

捗状況を把握することに努め，全体計画の作成や

修正に関わることが重要であると考えた。そこで

「所属校の全体計画２(関連教科等の指導内容) 

の進捗状況の把握を行っているか」を質問した結

果，「あまり把握していない」「把握していない」

を合わせた否定的な回答が占める割合が，栄養教

諭班 33%，学校栄養職員班 82%，特別支援班 80%

（表 14）であり，把握しているとは言い難い。 

「全体計画１及び２の作成や見直し修正への

関わり」の有無について質問した栄養教諭・学校

栄養職員の結果（表 15，表 16）を，２×２フィ

ッシャーの直接確率計算（両側検定）を用いて比

較したところ，全体計画１及び２の作成や見直し

修正への関わりについて有意差はなかった（全体

計画１: p = .1312 > .1; 全体計画２：p = .1094 

> .1）。 

「食に関する指導の内容の検討や調整を行う

体制が整っていると思うか」に対して，「思わな

い」「全く思わない」と否定的な回答をした者は

栄養教諭班で３名（50%），学校栄養職員班６名

表 14 所属校の全体計画②(関連教科等の指導内容)の 
進捗状況の把握を行っているか（人数・割合） 

 

職/人数 把握 やや把握 あまり ない

N 1 3 0 2

% 16.7 50.0 0.0 33.3

N 0 2 4 5

% 0.0 18.2 36.4 45.5

N 1 0 0 4

% 20.0 0.0 0.0 80.0

栄養教諭/６名

学校栄養職員
/11名

特別支援/５名

表 15  所属校の全体計画１の作成や見直し 
修正への関わり（人数・割合） 

職/人数   ある ない 

栄養教諭/６

名 

N 5 1 

% 83.3  16.7  

学校栄養職

員/11 名 

N 4 7 

% 36.4  63.6  

特別支援/５

名 

N 4 1 

% 80.0  20.0  

 

表 16  所属校の全体計画２の作成や見直し 
修正への関わり（人数・割合） 

 

職/人数 ある ない

N 4 2

% 66.7 33.3

N 2 9

% 18.2 81.8

N 2 3

% 40.0 60.0

栄養教諭/６名

学校栄養職員
/11名

特別支援/５名



 

 

（54%）と半数以上であり，特別支援班は２名（40%）

であった（表 17）。 

これらの結果から，氏家・平本(2013)が指摘す

る栄養教諭等の役割を果たす上で重要な学年別

カリキュラムの進捗状況を把握できているとは

言えず，年間計画の作成におけるコーディネータ

ー役を十分に果たせていないことがわかった。 

「第３次沖縄県食育推進計画～食育おきなわ 

うまんちゅ（万人）プラン～」（沖縄県 2018）で

は，99.5%の学校が食育に関する指導の全体計画

を作成済と報告している。しかし，すべての栄養

教諭や学校栄養職員が所属校の全体計画作成や

見直し修正に参画していない状況から，作成の中

心的役割を担っているとは断言できない。実効性

のあるものにするために栄養教諭・学校栄養職員

が参画した食育推進体制の構築が求められる。 

所属校の全体計画２の関連教科等の指導内容

の進捗状況の把握を十分に行えていない状況が

見られた。大嶋（2020）は，「いのちに関わる専門

職である養護教諭として，子どもたちに伝えたい

思いや内容があるにもかかわらず，『各学年のど

の教科や単元と関連させるのがより有効なのか』

についての知識や指導技術は未熟である」と自省

し，「養護教諭も各学年，各教科の学習内容を理

解するとともに，管理職をはじめ多くの教職員と

連携し，校内のカリキュラム・マネジメントに関

わっていくことが必要である」ことを指摘してい

る。これは養護教諭に限らず栄養教諭にも当ては

まる。栄養教諭が年間を通した教科の流れを理解

し，学級担任と給食の時間のコミュニケーション

や学年たよりから関連教科等の予定学習内容を

把握し，学年主任や教科担当に学習の進捗状況を

確認することで適切なタイミングで指導案や教

材を提供することができ，全体計画の進行を支援

することができる。このように効果的に全体計画

を機能させるためには，栄養教諭を所属校の食育

担当として校務分掌に位置付けることや指導内

容の検討や情報交換，専門的な意見を発信できる

場への参画等の体制整備が必要であるが，栄養教

諭は所属校以外の給食提供にも関わり，業務が繁

雑であることから，課題は学校側の体制整備だけ

ではないとともに簡単には解決できないという

のが実態である。 

6)  食に関する指導のコーディネートが困難だ   

と感じる理由 

表 18 に食に関する指導のコーディネートが困

難だと感じる理由（複数選択）をまとめた。困難

と感じる回答数の一人あたりの平均は，栄養教諭

班 2.0 件（SD 1.41），学校栄養職員班は 3.1 件

(SD 1.58)，特別支援班では 2.8件(SD 1.30)であ

った。その理由として，栄養教諭班と学校栄養職

員班では「給食管理業務で忙しい」がどちらも半

数を超えた。学校栄養職員班は「教職員と話す機

会が少ない」が多く，共同調理場から離れた場所

にある学校に数多く足を運ぶことが難しいこと

や栄養教諭班は「コーディネートをする機会がつ

かめない」が多いことから，学校にいる時間が少

ないことが想像できる。とりわけ，経験年数 25年

以上のベテラン栄養教諭が「教職員が多忙化の中，

食育を提案して実践するまでの計画を入れるの

表 17 食に関する指導の内容の検討や調整を行う体制が 
整っていると思うか（人数・割合） 

 

職/人数 とても 思う やや あまり 思わない

N 0.0 1 2 2 1

% 0.0 16.7 33.3 33.3 16.7

N 0.0 3 3 3 2

% 0.0 27.3 27.3 27.3 18.2

N 0.0 2 1 2 0

% 0.0 40.0 20.0 40.0 0.0

栄養教諭/６名

学校栄養職員
/11名

特別支援/５名



 

 

が難しくなってきていると感じる」と記述してい

たことから，教職員の多忙化により情報交換や打

ち合わせの時間が取りにくい現状が理由として

挙げられる。栄養教諭・学校栄養職員の行う給食

管理も食の安全を担保するための対策や対応が

複雑かつ増加傾向にあるが，学校で食育を推進す

るためには，さらなる児童理解と教師理解に努め，

多忙な教職員の視点に立ち，継続的に実践できる

実態に応じた指導を計画的に展開することが重

要である。そのためには，共同調理場の組織体制

や業務内容を見直し，一丸となって取り組まなけ

れば継続困難であることが予測できる。 

 

4.  まとめ 

本稿では，沖縄県の栄養教諭・学校栄養職員の

実践する食に関する指導の実態を調査し，問題の

洗い出しと課題を明確にするとともに，とりわけ

共同調理場勤務の栄養教諭が現実的に継続でき

る効果的な手立てを探る基礎資料となるデータ

を整理することを目的とした。 

はじめに沖縄県教育庁保健体育課から提供さ

れた「平成 28 年度栄養教諭，学校栄養職員の食

に関する指導の実績等調査」の結果データを整理

分析した。食に関する指導時間数には栄養教諭と

学校栄養職員という職種による差はない結果か

ら，栄養教諭が十分に職務を果たせていない状況

なのか，反対に学校栄養職員も栄養教諭レベルの

実践ができているのかを明確にする必要がある

ことがわかった。調査結果を分析していく中で，

単に授業実績を調査するのみでは栄養教諭・学校

栄養職員の指導内容と役割を捉えることは不十

分だと感じた。そこで，教材や資料の提供，全体

計画との関わり，コーディネートが困難と感じる

理由等の質問から教職員と保護者への支援や関

わり，コーディネーターとしての働き，それらの

課題がわかるよう，沖縄県内の栄養教諭と学校栄

養職員計 22名を対象に質問紙調査を実施した。 

公立小中学校における食に関する指導の実績

から，指導時間総数には校種による有意差があり，

小学校では栄養教諭の方が有意に多く，指導時間

総数は小学校が有意に多かった（F(1，26) = 22.48，

p < .01）。今後は，小学校での学校栄養職員によ

る指導と中学校での両職種による指導の量的充

実をその指導内容と合わせて改善する必要があ

る。 

特別支援学校の給食の時間の平均指導時間は

159.8時間で，公立小学校と中学校を合わせた平

均指導時間の 46.2 時間と比べて約３倍であった。 

栄養教諭が学校や教職員に教材や資料を積極

的に提供していることが確認できた。教科の目標

の実現の過程に食育の視点を位置づけた指導に

ついて十分に理解し作成した指導案や教材を提

案することができれば，学級担任や教科担任は既

存の教科時間内に児童生徒の実態や理解度に応

じた実践が可能となり，指導の量と質を向上でき

ることが示唆された。 

一方，コーディネートが困難な理由として「給

食管理の多忙」を挙げた者が両職種班とも半数を

超えた。氏家・平本（2013）の調査でも同様の結

果が示されており，業務の効率化に向けた具体策

の必要性が指摘されている。しかしながら，栄養

教諭・学校栄養職員の連携相手である教職員も多

表 18 食に関する指導のコーディネートが困難だと 
感じる理由（人数・割合） 

 

栄養
教諭
/６名

学校
栄養
職員
/11名

特別
支援
/５名

N 4 7 2

% 66.7 63.6 40.0

N 2 7 2

% 33.3 63.6 40.0

N 3 5 3

% 50.0 45.5 60.0

N 1 4 2

% 16.7 36.4 40.0

N 1 3 ー

% 16.7 27.3 ー

N 0 2 1

% 0.0 18.2 20.0

N 0 3 0

% 0.0 27.3 0.0

N 1 1 1

% 16.7 9.1 20.0

⑥栄養教諭ではない
ため

⑦必要とされている
内容がわからない

⑧やりにくいと
思わない

③コーディネートをす
る機会がつかめない

④どのように進めたら
よいかが分からない

⑤共同調理場勤務で
あるため

①給食管理業務で
忙しい

②教職員等と話す
機会が少ない

困難だと感じる理由



 

 

忙であり，働き方改革も求められる中，情報交換

や相談できる時間や場面は必然的に限定される。

学校教育活動の中で効果的な食育活動を継続的

に展開するには栄養教諭・学校栄養職員から積極

的に他の教職員に関わり，紐帯関係を構築するこ

とが重要である。その実現のためには，チームと

しての学校の機能強化を目指し，学校のみならず

共同調理場の管理職のリーダーシップの下に食

育に関する連携体制の強化と業務内容の見直し

や整理等を行って業務の効率化を図り,栄養教

諭・学校栄養職員から積極的に学校側に寄り添う

ことができるように努めることが必須である。 

以上のことから，本研究で明らかになった沖縄

県の学校の現状における食育推進の手立て・方向

性は以下の５点に集約できる。 

 

〇小学校の学校栄養職員の指導と中学校の栄

養教諭・学校栄養職員の指導の量と質の充実 

〇学校及び共同調理場の食育推進体制の構築 

〇すべての栄養教諭・学校栄養職員の所属校の   

食育推進に関する組織への参画 

〇栄養教諭・学校栄養職員による所属校におけ

る全体計画の進捗状況の把握，進行の支援 

〇教科等の目標の実現の過程に食育の視点を

位置づけた指導の学校教育活動全体での展

開 

 

最後に本研究の限界を示す。調査時の背景とし

て，令和２年２月頃から新型コロナウィルス感染

拡大防止のための休校や教育課程編成上の対応

から栄養教諭や学校栄養職員が食育に関する指

導に入れない状況や急な欠食対応による給食の

食材や食数の管理，共同調理場内の感染予防対策

等が生じた。そのため，この結果を過去の実績と

単純比較することは難しい。さらに，栄養教諭・

学校栄養職員に実施したアンケート調査に係る

説明と依頼も対面で実施できない状況であった

ため，書面と電話での対応となり，時間的制限か

ら調査対象を限定する形で実施した。そのため対

象が沖縄県内に配属されている栄養教諭や学校

栄養職員の一部であり，本稿のデータが沖縄県全

体の現状を反映しているとは断言できない。沖縄

県の実態を明らかにするために調査対象者を増

やすことや，調査対象を栄養教諭・学校栄養職員，

教育行政関係組織と連携・協力し，食育を実践す

る立場の教職員を含めて，あまねく全国で同様の

調査を行うことが求められる。 
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注釈 

1)「その他調理方式」とは主にデリバリー方式で

あり，学校の設置者である自治体等が給食施設

をつくらず，民間事業者の給食・弁当等の調理

施設で学校給食を調理し配送する方式を示す。 

2）「平成 30 年度学校給食実施状況調査」の給食

未実施校は児童心理治療施設や児童自立支援施

設に併設されている分校と中高一貫教育を志向

している県立中学校２校であった（その後，令

和２(2020)年度から県立中学校 1 校の給食が開

始されている）。 

3)沖縄県は昭和 47（1972）年の本土復帰まで米国

統治下にあり学校給食用物資の無償供与があっ

た一方で，本土ではへき地以外は有償であった。

日本政府は復帰時に打ち切られる無償供与につ

いて，学校給食費の保護者負担の大幅増大が学

校給食の円滑な実施に支障をきたすことを予想



 

 

し，沖縄復帰に伴う復帰特別措置に関する法律

に基づき，復帰日から昭和 52（1977）年度まで

「沖縄県学校給食用物資供給事業費交付金」を

出すことで対応した。さらに小麦粉，脱脂粉乳，

サラダ油については全額国庫補助が講じられた

が昭和 52（1977）年度から漸減方式となり昭和

56(1981)年度で終了した。他にも学校給食施設

設備に対する補助が，同法に基づき特別な優遇

措置が講じられた（公益財団法人沖縄県学校給

食会 2013:48-50，120）。 

4)平成 29 年度以降は栄養教諭のみを対象に行っ

ている。 

5)調査対象は全員，筆者の勤務経験のある地区    

に現在在職している知人や元同僚であり，勤務  

調理場または学校名の記名とそれを基にした追 

跡調査を実施することや回答に同意した者のみ  

調査対象とする旨の説明を行い，あらかじめ了

承を得た。もちろん回答への協力は強制せず，

無回答部分への追跡調査は行わないことで心理

的負担へ配慮した。 

6)それぞれの勤務地の調理運営方式は，特別支援

班は単独調理場方式に限定されるが栄養教諭班

と学校栄養職員班は単独調理場方式と共同調理

場方式の両方が含まれる。 

7)栄養教諭及び学校栄養職員を指していると思

われる。 
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資料１ 質問紙様式１（公立小中学校所属対象者用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

資料２ 質問紙様式２（全対象者用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


